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４
月
か
ら
図
書
館
の

 

休
館
日
が
変
わ
り
ま
す　

　
小
学
校
図
書
館
を
一
般
開
放
す

る
形
で
皆
様
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て

い
る
図
書
館
の
休
館
日
が
、４
月
１

日
か
ら
毎
週
月
曜
日
に
変
わ
り
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

⚫
旧
：
毎
週
水
曜
日

⚫
新
：
毎
週
月
曜
日

　
な
お
、開
館
時
間
な
ど
の
変
更
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
皆
様
の

ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

問�

西
川
小
学
校
図
書
館

　
☎
0
2
3
7
‐
8
5
‐
0
0
7
7

 

森
林
を
所
有
し
て
い
る

 

方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
山
形
県
水
資
源
保
全
条
例
に
基

づ
き「
水
資
源
保
全
地
域
」内
で
森

林
等
の
土
地
売
買
や
開
発
行
為
等

を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
事
前
届

出
が
必
要
で
す
。

※�

詳
し
く
は
村
山
総
合
支
庁
環
境

課（
山
形
市
鉄
砲
町
２

－19

－68
）

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
山
形
県
村
山
総
合
支
庁
環
境
課

	

☎
0
2
3
‐
6
2
1
‐
8
4
2
6

４
月
６
日
︵
月
︶
は

 

郵
便
局
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

 

カ
ー
ド
電
子
証
明
書
の

 

更
新
等
が
で
き
ま
せ
ん

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

下
記
の
通
り
郵
便
局
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
電
子
証
明
書
の
更
新

等
が
で
き
ま
せ
ん
。お
手
続
き
を
ご

希
望
の
方
は
役
場
町
民
税
務
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

⚫�

休
止
日
時
：
４
月
６
日（
月
）終
日

⚫�

対
象
の
郵
便
局
：
町
内
の
郵
便

局
４
局（
西
川
郵
便
局
、間
沢
郵

便
局
、西
川
月
山
郵
便
局
、大
井

沢
郵
便
局
）

⚫�

休
止
業
務
：

①�

電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
・更
新

②�

署
名
用
電
子
証
明
書
暗
証
番
号

の
初
期
化

③�

そ
の
他
暗
証
番
号
の
初
期
化

○	�

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
暗

証
番
号

○	�

住
民
基
本
台
帳
用
暗
証
番
号

○	�

券
面
事
項
入
力
補
助
用
暗
証
番
号

問��

町
民
税
務
課
町
民
窓
口
係（
木
村
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
1
1
8

 
 

令
和
８
年
度

 
  

狂
犬
病
予
防
集
合

 
  

注
射
を
実
施
し
ま
す

　
犬
の
登
録
お
よ
び
予
防
接
種
は
、

狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
き
犬
の
所
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有
者
に
対
し
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、

狂
犬
病
予
防
注
射
を
毎
年
１
回
必

ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

⚫�

期
日
：
４
月
５
日（
日
）

⚫�

会
場
・
時
間
：

①
稲
沢
公
会
堂
前

	

９
時
30
分
～
９
時
40
分

②
梅
沢
会
館
前

	

９
時
50
分
～
10
時

③
吉
川
地
区
研
修
セ
ン
タ
ー
前

	

10
時
10
分
～
10
時
20
分

④
交
流
セ
ン
タ
ー
あ
い
べ
駐
車
場

	

10
時
30
分
～
10
時
50
分

⑤
役
場
駐
車
場

	

11
時
～
11
時
05
分

⚫�

手
数
料
：

○
注
射
の
み 

３
，５
０
０
円

○�

犬
の
新
規
登
録
と
注
射

	

６
，５
０
０
円

⚫�

注
意
事
項
：

○	�

自
宅
に
通
知
ハ
ガ
キ
が
送
ら
れ
て

き
た
方
は
忘
れ
ず
に
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

問��

町
民
税
務
課
生
活
環
境
係（
奥
山
）

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
1
1
8		

土
地
・
家
屋
価
格
等

 

縦
覧
帳
簿
の

 

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す　

　
地
方
税
法
に
基
づ
き
、令
和
８
年

度
の
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。縦
覧
と
は
、

納
税
者
が
自
分
の
所
有
し
て
い
る

土
地
や
家
屋
の
評
価
額
に
つ
い
て
、

他
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
と
比
較

で
き
る
制
度
で
す
。縦
覧
帳
簿
に
は
、

所
在
地
、面
積
、評
価
額
等
が
記
載

さ
れ
、所
有
者
に
関
す
る
内
容
は
記

載
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、こ
の
帳
簿

を
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⚫�

対
象
者
：
固
定
資
産
税
の
納
税

者（
共
有
者
含
む
）、納
税
管
理
人
、

代
理
人

※�

西
川
町
か
ら
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
方
は
縦
覧
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、土
地
の
み
課
税

さ
れ
て
い
る
方
は
土
地
の
み
の
縦

覧
、家
屋
の
み
課
税
さ
れ
て
い
る

方
は
家
屋
の
み
の
縦
覧
が
で
き

ま
す
。償
却
資
産
に
係
る
縦
覧
は

で
き
ま
せ
ん
。

⚫
持
ち
物

①�

納
税
者
・
納
税
管
理
人
：
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証

な
ど
の
本
人
確
認
書
類

②�

代
理
人
：
本
人
確
認
書
類
＋
納

税
者
が
委
任
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類

③�

法
人
の
納
税
者
：
本
人
確
認
書

類
＋
社
員
証

⚫�

期
間
：
４
月
１
日（
水
）～
６
月
１

日（
月
）

※�

土
曜
日
、日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は

除
き
ま
す
。

⚫
受
付
時
間
：
９
時
～
16
時
30
分

⚫
場
所
：
役
場
１
階
町
民
税
務
課

⚫
手
数
料
：
無
料

問�

町
民
税
務
課
税
務
係（
渡
辺
）

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
2
1
1
7

 

借
金
返
済
に

 
  

関
す
る
相
談
窓
口　

　
東
北
財
務
局
山
形
財
務
事
務
所

で
は
、借
金
返
済
で
お
困
り
の
方
の

相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相

談
員
が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺
い

し
、必
要
に
応
じ
て
、弁
護
士
等
の

専
門
家
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。相
談
は

秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

⚫�

相
談
専
用
電
話
：
問
合
せ
電
話

番
号
へ
お
か
け
く
だ
さ
い
。

⚫�

場
所
：
山
形
市
緑
町
２

－15

－３

（
山
形
工
業
高
校
東
側
）

⚫�

受
付
：
月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
、

年
末
年
始
除
く
）

⚫�

時
間
：
８
時
30
分
〜
12
時
、13
時

〜
16
時
30
分

問�

山
形
財
務
事
務
所
理
財
課

　
☎
０
２
３
‐
６
４
１
‐
５
２
０
１

 
 

21



 
令
和
８
年
度

 
任
意
予
防
接
種
費
用
の

 

一
部
を
助
成
し
ま
す

【
お
た
ふ
く
か
ぜ
】

⚫�

対
象
者
：
接
種
日
時
点
で
西
川

町
に
住
民
票
が
あ
る
１
歳
か
ら
小

学
校
就
学
前
ま
で
の
お
子
さ
ん

⚫
助
成
回
数
：
２
回

⚫�

助
成
額
：
１
回
に
つ
き

	

３
，０
０
０
円

⚫�

接
種
期
間
：
令
和
９
年
３
月
31

日
ま
で

⚫
接
種
・
申
請
方
法

①�

希
望
す
る
医
療
機
関
で
接
種
し

ま
す
。予
診
票
は
医
療
機
関
の
も

の
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

②�

接
種
料
金
全
額
を
医
療
機
関
に

支
払
い
、領
収
書
を
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

③�

母
子
健
康
手
帳
、領
収
書
、振
込

先
通
帳
を
持
参
し
、令
和
９
年
３

月
31
日
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

申
請
く
だ
さ
い
。

【
帯
状
疱
疹
】

⚫�

対
象
者
：
接
種
日
時
点
で
西
川

町
に
住
民
票
が
あ
る
50
歳
以
上

で
高
齢
者
帯
状
疱
疹
定
期
接
種

の
対
象
者
に
な
ら
な
い
方（
定
期

接
種
対
象
者
に
は
、個
別
に
通
知

を
送
付
し
ま
す
。）

⚫�

ワ
ク
チ
ン
の
種
類
・
接
種
回
数
：　

生
ワ
ク
チ
ン（
ビ
ケ
ン
）１
回
、

	
�

組
換
え
ワ
ク
チ
ン（
シ
ン
グ
リ
ッ

ク
ス
）２
回

⚫�
助
成
額
：

	

生
ワ
ク
チ
ン
４
，６
０
０
円
、

	

組
換
え
ワ
ク
チ
ン
１
回
あ
た
り

	

１
１
，０
０
０
円

⚫�

自
己
負
担
額
：

	

生
ワ
ク
チ
ン
４
，６
６
２
円
、
	

組
換
え
ワ
ク
チ
ン
１
回
あ
た
り

	

１
１
，０
０
０
円

⚫
接
種
場
所
：
西
川
町
立
病
院

⚫�

接
種
期
間
：
令
和
９
年
３
月
31

日
ま
で

※�

組
換
え
ワ
ク
チ
ン
は
、接
種
間
隔

を
２
か
月
以
上
あ
け
る
必
要
が

あ
る
た
め
１
月
末
ま
で
に
１
回
目

の
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

⚫
接
種
方
法
：

①
町
立
病
院
に
予
約
し
ま
す
。

②�

病
院
に
あ
る
予
診
票
を
記
入
し
、

接
種
を
受
け
、病
院
窓
口
で
自
己

負
担
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

問�� 

健
康
福
祉
課
健
康
推
進
係（
佐
藤
）

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
5
0
5
7

４
月
１
日
か
ら
高
齢
者

肺
炎
球
菌
予
防
接
種
で

使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
お
よ
び

自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

　　

65
歳
の
方
な
ど
を
対
象
に
実
施

し
て
い
る
高
齢
者
肺
炎
球
菌
定
期

接
種
に
つ
い
て
、国
の
方
針
に
よ
り
、

４
月
１
日
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
と

な
り
ま
す
。

【
変
更
点
】

⚫�
使
用
ワ
ク
チ
ン
：
23
価
肺
炎
球

菌
莢
膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク

チ
ン（
Ｐ
Ｐ
Ｓ
Ｖ
２
３
）

	
�

⇐

沈
降
20
価
肺
炎
球
菌
結
合
型

ワ
ク
チ
ン（
Ｐ
Ｓ
Ｖ
２
０
）

⚫�

助
成
額
：
４
，０
０
０
円

	

⇐

６
，０
０
０
円

⚫�

自
己
負
担
額
：
医
療
機
関
ご
と

に
定
め
る
予
防
接
種
料
金
か
ら

助
成
額
を
差
引
い
た
額
。

※�

ワ
ク
チ
ン
の
価
格
が
上
が
る
た
め
、

自
己
負
担
額
が
増
額
と
な
り
ま

す
。

【
定
期
接
種
の
内
容
】

⚫�

対
象
者
：
接
種
日
時
点
で
西
川

町
に
住
民
票
が
あ
り
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

①
接
種
日
に
お
い
て
65
歳
の
方

②�

接
種
日
に
お
い
て
60
～
64
歳
で
、

心
臓
、じ
ん
臓
、呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
機
能
の
障
害
が

あ
る
方（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

相
当
）

※�

た
だ
し
、過
去
に
肺
炎
球
菌
予
防

接
種
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方

は
対
象
外
で
す
。

⚫
接
種
回
数
：
１
回

⚫�

接
種
場
所
：
県
内
の
実
施
協
力

医
療
機
関

⚫�

接
種
方
法
：
希
望
す
る
実
施
協
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力
医
療
機
関
へ
直
接
予
約
し
、接

種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
対
象
者

①
の
方
に
は
、個
別
に
予
診
票
等

を
郵
送
し
ま
す
。（
す
で
に
送
付
し

て
い
る
予
診
票
等
は
４
月
以
降
も

継
続
し
て
使
用
で
き
ま
す
）　　

⚫�

そ
の
他
：
生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
方
は
自
己
負
担
額
が
免
除
と

な
り
ま
す
。「
無
料
証
明
書
」が
必

要
で
す
の
で
、２
週
間
前
ま
で
に

保
健
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
く
だ
さ
い
。

問�� 

健
康
福
祉
課
健
康
推
進
係（
佐
藤
）

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
5
0
5
7

 

身
体
等
に
障
が
い
が

 

あ
る
方
の
軽
自
動
車
税

 

の
減
免
申
請

　　
身
体
・
精
神
等
に
障
が
い
の
あ
る

方
の
軽
自
動
車
税
は
、障
が
い
の
程

度
に
よ
り
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。減
免
を
希
望
す
る
方
は
、

必
要
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、申
請

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
令
和

７
年
度
に
減
免
を
受
け
た
方
で
、車

両
や
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
等
級

に
変
更
が
な
い
場
合
は
、申
請
は
不

要
で
す
。

⚫�

受
付
期
間
：
４
月
１
日（
水
）～

30
日（
木
）

※
土
、日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
。

⚫�

受
付
場
所
：
役
場
１
階
町
民
税

務
課

⚫�

必
要
書
類
：

○	�

身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者

手
帳
、療
育
手
帳
、精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

○	�

運
転
免
許
証（
生
計
同
一
者
、常

時
介
護
者
の
場
合
は
、そ
の
方
の

運
転
免
許
証
）

○	

車
検
証（
原
本
）

○	�

生
計
同
一者
ま
た
は
常
時
介
護
者

が
運
転
す
る
場
合
は
使
用
目
的

を
証
す
る
書
類

○	�

別
居
の
生
計
同
一
者
が
運
転
す
る

場
合
は
生
計
を
一に
し
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

⚫�

そ
の
他
：
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
自
動
車
は
一
人
に
つ
き
一

台
で
す
。
軽
自
動
車
税（
町
税
）と

自
動
車
税（
県
税
）は
、重
複
し
て

減
免
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問�� 

町
民
税
務
課
税
務
係（
設
楽
）

　
☎
0
2
3
7
‐
7
4 

‐
2
1
1
7

 

Ｌ
ａ 

Ｃ
ｕ
ｖ
ｅ
ｅ　

ｄ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ 

ワ
イ
ン
と
ピ
ア
ノ
弾
き
語
り

庄
司
紗
千
コ
ン
サ
ー
ト
ｉｎ

月
山
ト
ラ
ヤ
ワ
イ
ナ
リ
ー

　
ラ
ジ
オ
や
Ｃ
Ｍ
ソ
ン
グ
で
活
躍

中
の
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
庄

司
紗
千
さ
ん（
山
形
市
出
身
）が
月

山
ト
ラ
ヤ
ワ
イ
ナ
リ
―
で
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
ま
す
。ワ
イ
ン
貯
蔵
庫

で
庄
司
紗
千
さ
ん
の
軽
快
な
ピ
ア

ノ
と
澄
ん
だ
歌
声
を
聴
き
に
来
ま

せ
ん
か
。
席
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
先
着
で
の
ご
予
約
の
み
受
け
付

け
致
し
ま
す
。

⚫�

期
日
：
５
月
２
日（
土
）

⚫�

時
間
：
13
時
開
場
、14
時
開
演

⚫�

入
場
料
：
20
歳
以
上
２
，３
０
０
円

コ
ン
サ
ー
ト
記
念
オ
リ
ジ
ナ
ル
ワ

イ
ン（
ハ
ー
フ
ボ
ト
ル
）プ
レ
ゼ
ン
ト

付
き

⚫�

申
込
み
・
問
合
せ
：
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

ま
た
は
月
山
ト
ラ
ヤ
ワ
イ
ナ
リ
ー　

	

☎
0
2
3
7
‐
7
4
‐
4
3
1
5

  

E
x
c
e
l

応
用︵
関
数
︶

 

仕
事
の
た
め
の

 

ス
キ
ル
向
上
研
修

　
E
x
c
e
l
を
使
っ
た
業
務
の
効

率
化
を
目
指
す
方
へ
。関
数
を
中
心

に
、実
務
で
役
立
つ
操
作
を
丁
寧
に

学
び
ま
す
。

⚫�

期
日
：
５
月
26
日（
火
）、５
月
27

日（
水
）
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⚫�
時
間
：
９
時
30
分
〜
16
時
30
分

ま
で

⚫�

場
所
：
山
形
県
立
山
形
職
業
能

力
開
発
専
門
校（
山
形
市
松
栄
二

丁
目
２
番
１
号
）

⚫	�

対
象
者
：
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
を
使
っ
て

効
率
の
よ
い
仕
事
を
目
指
し
て

お
り
、Ｅｘ
ｃ
ｅ
ｌ
の
基
本
が
で
き

る
方（
参
考
：
簡
単
な
表
が
作
れ

る
方
）

⚫	�

募
集
人
数
：
15
名

⚫	�

受
講
料
：
６
，０
０
０
円

⚫	�

テ
キ
ス
ト
代
：
２
，６
４
０
円

⚫	�

応
募
締
切
：
４
月
22
日（
水
）

⚫	�

申
込
方
法
：
本
校
Ｈ
Ｐ
か
ら
、ま

た
は
、所
定
の
申
込
用
紙
に
よ
り

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

問�� 

山
形
県
立
山
形
職
業
能
力
開
発

専
門
校
能
力
開
発
支
援
課

	

☎
0
2
3
‐
6
4
4
‐
9
2
2
7

役
場
で
は
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

節
電
の
更
な
る

推
進
を
図
る
た
め
、

年
間
を
通
し
て

ク
ー
ル
ビ
ズ
と

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

エ
コ

オ
フ
ィ
ス

実
施
中
！
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